
 

 

 

 

 

第１編 総則・復興体制 

第２章 復興体制の整備 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本章は、都市・住宅・生活・産業など、それぞれの復

興対応策に共通する、震災復興本部の体制と役割を示す。 

震災直後から応急対策活動を展開し、次第に復旧・復

興対策に移行させる。このため、初期、とりわけ地震発

生後 1、2 週間に展開すべき応急対策活動の中でも、復

興に強く関連する活動は本マニュアルにも掲載している

ことに留意されたい。 
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震災復興本部の設置 

第２章 第１節 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

都市計画課 都市計画課 

 

発災直後には、地域防災計画に基づき災害対策本部を設置し、応急対応・応急

復旧等の災害応急対策活動を迅速に推進する。 

災害対策本部と緊密に連携しながら総合的な震災復興の必要性を検討し、「震

災復興本部」の立上げ準備を行う。被災後１週間を目途に、震災復興を統括する

組織として「震災復興本部」を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

直後 
震災復興本部設置の必要性を検討する 

１週間以内 震災復興本部を設置する 

事業が軌道に

乗った時 
震災復興本部を解散する 

○ 震災復興に関わる意識啓発、訓練等を行い、本項以下を習

熟しておく。 

 

事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 震災復興は、災害応急対策を引き継ぐとともに、復興に並

行して日常的な業務を展開していくことが必要になる。 

○ この点に配慮して長期（概ね１年以上とする）を要する災

害復興が必要な場合、震災復興本部を設置する。 

○ 震災復興本部事務局は、復興の全体を統括するとともに、

必要に応じて関係各課職員を招集し、情報伝達等を図る。

また、必要に応じて事務局の拡充を図ることなどの機動的

な対応を実施する。 

 

２章 

第２章 復興体制の整備  第１節 震災復興本部の設置 

１ 震災復興本部の設置 
（ 第 1 編 第 1 章 第 ２ 節 -２ 「 災 害 対 策 本 部 と 震 災 復 興 本 部 の 関 係 」 参 照 ）

★地域防災計画 

Ⅱ防災本編 

第 6章 区民生活の早期再建 

第10節 復興の基本的な 

考え方 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・練馬区地域防災計画 □ 

・住宅地図 □ 

・被害概況調査データ（図面） □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 

発災 

震災復興本部の設置 

震災復興本部の解散 

震災復興本部の 
設置の検討 
【都市計画課】 

① 被害情報を基に、都市整備部内で震災復興

本部の設置の必要性を検討する。 

② 必要な準備は、都市計画課が中心となって

行う。 

① 設置の時期 

  区長は、被害概況調査等を踏まえて、総合

的な震災復興の必要性を判断し、設置する。 

② 分掌事務 

第 1 編第 1 章第 2 節-3「練馬区震災復興

本部体制」参照 

③ 災害対策本部との連携 

震災復興本部の設置に当たって、災害対策

本部の事務局である危機管理室との連携を

図る。 

④ 設置の広報 

 設置した場合、災害対策本部各部および関

係防災機関に連絡するとともに、区民に周

知を図る。 

① 区長は、震災復興事業が概ね軌道に乗った

と認めるときは震災復興本部を解散する。 

 

１週間以内 

事業が概ね軌道に乗

ったとき 

☆ この項に関連する資料ページ 

  資料第 011-２ 災害対策本部と震災復興本部の

事務分掌の比較 

資９～11 ページ 

【事務局】都市計画課 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

都市計画課 

（連携：危機管理室） 

都市計画課 

 

災害復興に関する意思決定機関として、区長（本部長）は震災復興本部会議を

招集する。 

震災復興本部会議は、震災復興方針・震災復興計画の策定、震災復興事業の推

進等、震災復興に関する重要事項を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

１週間以内 
震災復興本部会議の招集 

設置中 震災復興本部会議の開催 

設置中 本部会議直後のプレス発表と広報活動 

○ 事前に震災復興本部の分掌事務について検討しておく。 

 
事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

 

２章 

第２章 復興体制の整備  第１節 震災復興本部の設置 

２ 震災復興本部会議の開催 
 

★地域防災計画 

Ⅱ防災本編 

第 6章 区民生活の早期再建 

第10節 復興の基本的な 

考え方 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 

発災 

プレス発表と広報 

【広聴広報課】 

会議の招集 
【本部長】 

① 震災復興本部設置が定まった場合、区長は

速やかに震災復興本部会議を招集する。 

② 構成 

本部長（区長）、副本部長（副区長・教育長）、

本部員（関係各部部長） 

  事務局（都市計画課） 

① 会議の開催 

本部長（区長）が必要を認めた場合または

要請を受けた場合に、会議を開催する。 

② 会議の付議事項 

復興方針、復興計画の策定等重要事項の審

議、震災復興事業の進捗管理、その他。 

③ 災害対策本部との連携 

両本部の構成員は一部重複しているので、

特に発災直後は災害対策本部関係会議開催

後に続けて震災復興本部関係会議を開催す

るなど、効率的な会議運営に努める。 

① 本部会議で決定された案件について、区民

周知が必要なものは、速やかにプレス発表

や広報紙などで周知する。 

１週間以内 

☆ この項に関連する資料ページ 

・  

・  

会議の開催 
【事務局】都市計画課 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

受援本部（職員課、人材育成課） 職員課、防災計画課 

 

震災復興では一定の期間に集中的に人材を投入すべき業務が多々あること、長

期間かかる業務もあることなどから、効率的な職員の配置により発生する事務を

処理する。 

職員では処理しきれない場合には、他の自治体等に職員の応援を要請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

12 時間以内 
各部で必要な職員等を申請し調整する 

72 時間以内 不足の場合、他自治体等に応援要請する 

○ 災害時応援協定について事前に確認しておくこと。 

  （特に、費用分担の取決めについて調べておくこと）。 

○ 東京都に対する派遣要請から実際に職員が派遣されるまで

のプロセスを確認しておくこと。 

○ 受援対象業務の選定を行い、受援の際の指揮命令系統や、

選定した業務ごとの「応援者の行う具体的な業務」などを

整理しておくこと。 

○ 応援職員が自ら宿泊場所を確保することが困難な場合の対

応について検討しておくこと。 

事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 応急対応活動から震災復興事業までの流れを通観して、震

災の規模に対応した職員の配置をあらかじめ計画しておく

こと。 

○ 過重労働を防止するために適正な職員配置に努めること。 

２章 

第２章 復興体制の整備  第１節 震災復興本部の設置 

３ 職員配置・受援 
（他自治体等への応援要請） 

★地域防災計画 

Ⅰ防災共通編 

第2部 責務と体制 

第3章 広域的な視点からの 

応急対応力の強化 

第1節 受援体制 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・練馬区災害時受援計画 □ 

・災害時応援協定（地域防災計画） □ 

・災対総務部職員班マニュアル □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 ☆ この項に関連する資料ページ 

・ 資料第 012-２ 派遣職員の受入れの流れ 

・ 資料第 012-３ 職員派遣に関する協定書（案） 

資 12～16 ページ 

発災 

職員配置の調整 
【受援本部】 

応援要請 
【受援本部】 

応援職員の受入れ 

【各部】 

受援本部の 
設置・活動開始 

① 応援職員の申請 

  災害対策各部において人材の投入を必要と

する場合には、投入する職員の職種・人数・

期間等を受援本部に申請する。 

② 職員配置の調整 

  受援本部は、申請を取りまとめ、職員の配

置調整を行う。 

 

① 応援要請 

  対応する職員が不足する場合には、他の自

治体等に、職種、人数、期間等を明記して

職員の派遣を要請する。 

① 受入れ 

  到着した職員を各部が受け付ける。併せて

宿泊等生活環境の提供に留意する。 

発災後速やかに 

72 時間以降 

12 時間以内 

72 時間以内 

① 災害対策本部内に、受援に関する全体調整

を担当する受援本部を設置する。（本部長：

職員課長、事務局：災対総務部職員班およ

び統括部統括班受援チーム）。 
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被害状況と復興需要の把握 

家屋被害概況調査 

・第１次建築制限区域の検討資料 

・面整備エリアの検討資料 

・仮設住宅建設資料 

・その他 

 

応急危険度判定調査 

復興計画 

・家屋被害状況代替調査資料 

住家の公的被害認定調査（住家被害認定調査） 

・り災証明書発行資料 

・仮設住宅建設資料 

・その他 

※調査に用いる地図は共通のものを用いる 

第２章 第２節 

 被災後には、復興施策を展開するために各種の調査を実施する。ここでは、被災後１

か月程度までに実施しなければならない代表的な調査について、概要を記述する。特に

住家の公的被害認定調査（住家被害認定調査）は、り災証明書発行の根拠となるため、

慎重を期する必要がある。 

これらの調査は、データを集約し共有化することにより、復興需要を的確に把握する

ことができる。また、目的が違う調査であっても他の調査の参考になるものもある。こ

のようなことから収集したデータを電子化し、データベースを構築する。 



 

44 

 

 

 

 

 

 

実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

都市計画課 都市計画課 

 

行政職員を主体として、被災市街地の全建物を対象に、全壊・半壊など被害の

程度を調査する。公的に住家の被害を認定するとともに、被災者に発行するり災

証明書の根拠となる調査であり、都市復興の基礎データになる。 

調査が大幅に遅れると予想され、調査結果が復興地区区分の資料として不十分

な場合には、代替調査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 

第２章 復興体制の整備  第２節 被害状況と復興需要の把握 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

１週間以内 
人員の確保等調査の準備を整える 

１か月以内 一次調査を行い、結果を整理する 

１か月以降 必要に応じて二次調査を行う 

○ 調査方法は、関連する研修の受講等により習熟しておく。 

○ り災証明書発行マニュアルを作成しておく。 

○ 調査に当たり、個人情報の取扱いについて、東京都と調整

しておくこと。 

事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 作業が大幅に遅れ、復興計画策定作業に影響を生じると見

込まれるときは、応急危険度判定の調査票をもとに被災市

街地の建物の被害状況を分析し、実働調査に代える。 

○ 調査チームの編成に当たっては、建築知識を有する者との

編成を考慮する。 

１ 住家の公的被害認定調査 

（住家被害認定調査） 

★地域防災計画 

Ⅱ防災本編 

第6章 区民生活の早期再建

第3節 住家被害認定調査 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調査地域図 □ 

・調査票（木造用、非木造用） □ 

・住家被害認定用パターンチャート □ 

・調査済証 □ 

・調査員証、腕章、ベスト □ 

・筆記具 □ 

・カバン（画板付き） □ 

・デジカメ □ 

この項で必要な物品 

発災 

一次調査の実施 
【都市計画課、他課、外部応援】 

二次調査の実施 
【都市計画課、他課、外部応援】 

被害概況の把握 
（第２章第１節を参照） 

① 発災から 1 か月以内に 1 次調査を終了するこ

とを基本に調査計画を構築する。 

② １班２名体制とし、１名は区職員を配置する。 

③ 人員不足の場合は庁内および東京都に応援を

要請する。 

① 調査票と調査地域図等を調査班に渡し、現地

に派遣する。 

② 調査班は、調査対象建物について全半壊等を

判定し調査票に記入する。また、建物全景、

被害箇所をデジカメ等で撮影する。 

③ 調査票のフローチャートに沿って被害状況を

調査し、判定結果を記入する。 

① 一次調査の結果に対し区民より再調査の希望

があった場合は、被災者の立会いのもと、二

次調査を行う。 

３日以内 

１か月以降 

調査の準備 
【都市計画課、他課応援】 

１週間以内 

調査結果の整理 

【都市計画課、他課、外部応援】 

① 調査票を被災者生活再建支援システムに取り

込む。 

② 各調査班が撮影した画像データを同システム

の専用フォルダに格納する。 

※被災者生活再建支援システム･･･住家被害認定

調査の調査票の出力や自動データ化のほか、り

災証明書の発行、被災者情報の一元管理を行う

ことができるシステム。危機管理課（本庁舎 7

階）および選挙管理委員会事務局（本庁舎 16

階）に設置されている。 

１
週
間
～
１
か
月
以
内 

☆ この項に関連する資料ページ 

・ 資料第 012-４ 民間住家に対する被害調査の種類 

・ 資料第 012-５ 【参考】中越地震における被害認

定の状況 

・ 資料第 012-６ り災証明発行のための被害調査

事例（神戸市、小千谷市、長岡市）  

・ 資料第 012-７ 被害認定調査の種類およびり災

証明書発行の流れ      資 17～20 ページ 

① 発災後 3 日以降に、職員を対象とした研修を

行う。 

② 調査開始以降に、追加される応援従事者への

研修を適宜実施する。 

研修の実施 
【都市計画課】 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

施設管理課、各区有施設所管課 施設管理課 

 

区有施設は、災害時の防災体制の要として機能することから、各施設において

速やかに二次被害防止の処置を実施する。また、応急危険度判定および被災度区

分判定の実施により被害状況を確認し、施設使用の可否を判断する。 

特に避難拠点となる小中学校については、被害状況により応急復旧対策を急ぐ。 

区営住宅の判定方法については、第2編第３章第１節-２「区営住宅等の被災度

区分判定の実施」（P190）を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 ２ 区有施設の被害状況の把握 

第２章 復興体制の整備  第２節 被害状況と復興需要の把握 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

直後 
区有施設の被害状況を把握する 

１週間以降 判定を実施する 

できるだけ 

早い時期 
区有施設の応急復旧を行う 

○ 区有施設の位置、規模、構造、設備、建築年月日、設計図

書等のデータベース化を図る。 

○ 被災度区分判定は、基本的には建築所有者や管理者が、建

築構造技術者等に依頼し、実施するものである。区民には、

民間住宅の被災度区分判定実施機関の紹介を検討するこ

と。 

事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 小中学校や地区区民館等の区立施設については施設管理課

と各区有施設所管課が、区営住宅については施設管理課と住

宅課が調査を実施する。 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各施設位置図 □ 

・各施設設計図 □ 

・デジカメ □ 

・調査器具 □ 

・筆記具 □ 

・ヘルメット □ 

 □ 

この項で必要な物品 

発災 

判定の実施 
【施設管理課、各区有施設所管課】 

再建計画の策定 
【企画課】 

① 管理している区有施設の被害状況を確認

し、災害対策本部に報告する。 

② 施設使用が明らかに危険であると判断でき

る場合は、立入禁止の措置を講ずる。 

① 応急危険度判定とともに被災度区分判定を

実施し、応急復旧の実施に向けた準備を行

う。 

① 被災度に基づく区有施設の再建計画を策定

する。再建計画は、震災復興基本計画に反

映する。 

１か月以降 

被害状況の把握 
【各区有施設所管課】 

直後 

応急復旧の実施 

【施設管理課、各区有施設所管課】 

① 被災度に基づく応急復旧を実施する。 

☆ この項に関連する資料ページ 

・ 資料第 012-８ 社会公共施設等の被害状況把握

（公共建築物被災度調査）の流れ 

資 21 ページ 

１週間以内 

できるだけ早い時期 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

福祉部、子育て支援課 福祉部管理課、子育て支援課 

 

住民の被害状況については、住宅棟の被害状況を把握するだけでなく、被災前

後の生活状況および今後の意向等を把握して、住宅対策や福祉対策等を実施する

必要がある。 

このため、避難拠点滞在者、自宅残留者、区外への避難・流出者等の全被災者

（世帯）を対象とした、被災者生活実態調査（避難者センサス）を実施する。 

なお、この調査は復興基本計画、住宅復興基本計画等の基礎データとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 ３ 被災者生活実態調査 

第２章 復興体制の整備  第２節 被害状況と復興需要の把握 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

1 週間程度 
被災者生活実態調査の実施準備 

１週間程度 

～1 か月 
被災者生活実態調査の実施 

1 か月程度 調査結果の集計 

○ 事前に調査体制について検討しておく。 

○ 調査票案作成とデータベース構造を検討しておく。 
事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 被災者生活実態調査（兼地域福祉需要調査）は、各種相談

業務等に活用するため、「被災世帯データベース」を構築す

る。 
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被災者生活実態調査 

の実施準備 

【福祉部、子育て支援課】 

◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調査票 □ 

・筆記具 □ 

・腕章 □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 

発災 

調査結果の集計 

【福祉部、子育て支援課】 

① 避難拠点滞在者・応急的住宅入居者・住宅

等残留者・疎開者などを対象に実施する。 

② 応援職員に対し、調査の手順について周知

徹底する。 

③ 被災していない場合は、被災区市町村の調

査に協力する。 

① 調査結果は、家屋被害状況調査や住家被害

認定調査のデータとともに蓄積し、データ

ベース化を図る。 

② 集計フォーマットに従って調査結果を集計

し、都福祉保健局に報告する。 

③ 被災者台帳を作成している場合には、被災

者生活実態調査の、被災者台帳への取込み

についても検討する。 

１週間程度 

被災者生活実態調査 

（兼地域福祉需要調査） 

【福祉部、子育て支援課】 

１週間～1 か月 

１か月以内 

☆ この項に関連する資料ページ 

・ 資料第 012-９ くらしの復旧に向けた社会調査 

・ 資料第 012-10 被災者生活実態調査（兼福祉需

要基礎調査）の実施方法 

・ 資料第 012-11 被災者生活実態調査（兼地域福

祉需要調査） 調査票 · 

・ 資料第 012-12 被災者生活実態調査（兼地域福

祉需要調査） 報告書    資 22～25 ページ 

① 都と調整し、調査方法・調査項目・調査票様

式及び集計フォーマットについて定める。 

② 調査員の任命・調査拠点など実施体制を構

築する。 

③ 実地調査については、必要により、地域福

祉需要調査と一体のものとして実施する。 

④ 必要に応じて、都福祉保健局に応援を要請

する。 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

経済課、商工観光課 経済課 

 

都は、都内産業の被害状況の把握のための調査を実施する。特に被害が甚大な

地域については、現地調査やアンケート調査を実施することとなっている。 

区は、都が現地調査を実施するに当たり編成される現地調査班について、都か

らの要請に応じて人員を派遣する。また、都がアンケート調査を実施する場合は、

調査に協力する。現地調査後に都から提供される被害・復旧状況の分析結果を基

礎データとして活用し、支援策を検討し実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

３日以内に着手 
産業の被害状況の把握 

１週間 

～随時 
現地調査班への人員派遣と業務分担の遂行 

現地調査後～

（必要に応じ） 
アンケート調査への協力 

被害状況 

把握後随時 
被害・復旧状況に基づく支援策の検討・実施 

 事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 調査結果の活用方法を検討しておくことが必要である。 

 

２章 ４ 中小企業の被害状況等の把握 

第２章 復興体制の整備  第２節 被害状況と復興需要の把握 
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産業の被害状況の把握 

【経済課、商工観光課】 

◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発災 

アンケート調査 

への協力 

【経済課、商工観光課】 

支援策の検討・実施 

【経済課、商工観光課】 

① 都からの人員派遣要請を受理する。 

② 被災状況に応じて所管部署から職員を選定

し派遣する。 

③ 現地調査班の中で割り当てられた業務を遂

行する。 

① 都が区市町村に対して、被害・復旧状況に

関するアンケート調査を実施する場合は、調

査に協力し、被害状況や復旧状況の報告を行

う。 

② 復旧・復興に関する意見・要望等を伝える。 

 

① 都から被害・復旧状況分析データを入手す

る。 

② 基礎データとして活用し、新規支援策を立

案・実施する。 

３日以内に着手 

現地調査への協力 

【経済課、商工観光課】 

１週間～随時 

現地調査後（必要に応じ） 

・調査票 □ 

・筆記具 □ 

・腕章 □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 ☆ この項に関連する資料ページ 

・  

 

被害状況把握後随時 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

教育振興部、こども家庭部 教育振興部 

 

被災の影響は園児・児童・生徒の生活基盤に及ぶ場合が多く、その場合には一

時的に学校生活等を継続することが困難となることが想定される。特に、被災に

よる家屋の損傷や保護者の死亡等で、生活基盤欠落に伴う生活不安や精神的ダメ

ージをもつ園児・児童・生徒の心のケアと相談体制の確保が必要である。 

そのため、園児・児童・生徒が学校生活へ早期に復帰できるよう、メンタルヘ

ルスケア（心のケア）を行う相談窓口を児童保育施設や学校等に開設する。また、

スクールカウンセラーの支援・協力や保健所、関係部署と綿密な連携をとりなが

ら対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

直後～早期 
相談窓口の開設 

1 か月～ メンタルヘルスケア（心のケア）の充実 

 

事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

 

 

２章 ５ 園児・児童・生徒の状況把握 

第２章 復興体制の整備  第２節 被害状況と復興需要の把握 

★地域防災計画 

Ⅱ防災本編 

第6章 区民生活の早期再建

第9節 応急教育・応急保育 

等対策 
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相談窓口の開設 

【教育振興部、こども家庭部】 

◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発災 

メンタルヘルスケア

（心のケア）の充実 

【教育振興部、こども家庭部】 

① 施設の再開を見計らい、園児・児童・生徒

のメンタルヘルスケア（心のケア）を実施

する窓口を設置する。 

② 災害による悩み事や心配ごとについて、園

児・児童・生徒・保護者等からの相談を受

ける「相談窓口」を施設内に設ける。 

③ 保健所、医療機関（校医も含む）等関係機

関と連携し相談体制を整備・充実する。 

① 児童・生徒の生活不安や精神的な不安に対

処する。 

② 都児童相談センター等と連携をとりなが

ら、相談拠点を設け、専門スタッフによる

カウンセリングを実施する。 

③ 電話相談等の窓口を設置する。 

被災直後～早期 

１か月～ 

・調査票 □ 

・筆記具 □ 

・腕章 □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 ☆ この項に関連する資料ページ 

・  

園児・児童・生徒の 

状況把握 

【教育振興部、こども家庭部】 

 

① 各校からの報告や各教育相談室の心理教育

相談員等に寄せられた相談内容等を通じ

て、児童・生徒の不安等に対するニーズを

把握する。 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

調査の担当課、データベース利用課 都市計画課 

 

住棟単位で実施する、住家の公的被害認定調査等をGIS等で統合し、り災証明

の発行、復興計画策定、復興における相談業務等に役立てる。 

また、災害対策本部が集めた情報については、復興本部と情報を共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 ６ 被災統計データベースの構築 

第２章 復興体制の整備  第２節 被害状況と復興需要の把握 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

随時 家屋被害状況等をデータベース化 

１か月以降 データベース利用を開始 

○ 被災時に必要な調査を洗い出し、データベースのフォーマ

ットを検討しておく。 

○ 危機管理室の被災者生活再建支援システム、GIS システム、

区民部住民基本台帳システムなどを利用し、情報を統合し

たシステムを構築することを検討する。 

○ 個人情報保護に関して、事前に個人情報保護審議会に諮り、

承認を取り付けておくこと。 

事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ データベースに載せきれない写真や図面などの情報は、各所

管部課で整理し、区民の問い合わせ等に活用する。 

○ データ入力のための人員を確保する。 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・データベースシステム一式 □ 

・入力用データ（被害調査等） □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 

発災 

道路被害データベース 

【土木部管理課、道路公園課】 

空地(公園)利用データベース 

【道路公園課、防災計画課】 

データベースの利用 

【り災証明書発行窓口、 

各種相談窓口】 

区有施設被害データベース 

【所管部課】 

① 区有施設の被害、利用状況、復旧状況など

を GIS 上に統合する。 

① 公園の被害と利用状況をGIS上に統合する。 

② 民間空地で暫定利用できるものについて利

用状況を記録していく。 

☆都市計画課、建築課、建築審査課、税務課、収

納課、国保年金課、他応援職員で実施 

① 住家の公的被害認定調査の結果を GIS 上に統

合する。 

② 家屋被害認定は住棟単位だが、り災証明は世

帯単位であることに注意（建物 ID で統合） 

③ 家屋被害データベースは、被害概況調査、応

急危険度判定調査、住家の公的被害認定調査、

その他被害情報を重ね合わせて構築する。 

④ 各々の現場調査用地図は同一のものを利用。 

① り災証明書発行や各種区民相談窓口で利用

する。 

② 利用にあたっては、データベースに利用記

録（発行記録、相談記録等）を残す。 

直後 

１か月以降 

家屋被害データベース 

【都市計画課、各課】 

１か月 

① 道路の被害、通行状況、復旧状況などをGIS

上に統合する。 

 

☆ この項に関連する資料ページ 

・ 資料第 012-13 家屋被害データベース  

資 26 ページ 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

震災復興本部事務局 企画課 

 

区民生活の再建状況に関する継続的な社会調査を実施し、復興計画や復興施策

に反映する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 ７ 生活再建状況の継続的把握 

第２章 復興体制の整備  第２節 被害状況と復興需要の把握 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

１か月後 
区民への支援施策の実施状況の把握 

6 か月・1 年 
３年・5 年 区民生活の再建状況の把握 

区民生活の
再建状況の
把握調査後 

区民生活の再建状況の公表 

○ 調査方法、調査票案を検討する。 

 事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 区民生活の再建状況を把握するための調査は、６か月、１年、

３年、５年という単位で実施する。 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・報告様式 □ 

・調査票 □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 

発災 

区民への支援施策の 

実施状況把握 

【各所管課】 

① 区民支援施策の実施状況を一定期間ごとに

集約し、震災復興本部に報告する。 

 

① 仮設住宅での暮らしぶりや住宅再建、修理

状況など、区民生活の再建状況を調査し、

把握する。 

 

① 区民生活の再建状況を把握し、復興計画や

復興施策へ反映させるとともに、進行管理

を行う。 

② 調査結果は表現を工夫し、区民にわかりや

すく公表する。 

区民生活の再建状況の把握 

【震災復興本部事務局】 

１か月後 

区民生活の再建状況の公表 

【震災復興本部事務局】 

６か月以降 

☆ この項に関連する資料ページ 

・  

・  
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

震災復興本部事務局 都市計画課 

 

施設・建築物や市街地の復興についての進捗状況を把握することにより、復興

計画の進行管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 ８ 住まいとまちの復興状況の継続的把握 

第２章 復興体制の整備  第２節 被害状況と復興需要の把握 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

１か月後 
施設復旧・建築状況・都市復興状況の把握 

6 か月・1 年 
３年・5 年 まちの復興状況を公表する 

 

○ 復興情報のデータベースを構築しておくこと。 

○ 調査内容と調査方法を検討しておくこと。 

 

事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 調査の実施時期は、６か月、１年、３年、５年という単位で実

施する。 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建築確認データ □ 

・都市復興データ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 

発災 

建築動向の把握 
【建築審査課】 

① 区有施設の復旧復興状況について、震災復

興本部に報告する。 

① 復興対象地区区分（P116）の指定をした

場合は、区分ごとに市街地の復興状況を把

握する。 

① 震災復興本部は、復旧・復興状況を把握し、

復興計画や復興施策の進行管理を行う。 

② 調査結果は表現を工夫し、区民にわかりや

すく公表する。 

都市復興状況の把握 

【震災復興本部事務局】 

直後 

まちの復興状況の公表 

【震災復興本部事務局】 

６か月後 

１か月後 

施設等の復旧復興状況把握 

【各所管課】 

① 建築確認申請件数や確認状況について一定

期間ごとに集約し、震災復興本部に報告す

る。 

☆ この項に関連する資料ページ 

・  

・  
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第２章 第３節 

り災証明書の発行 
住家の公的被害認定調査（東京都マニュアルでいう家屋被害状況調査、内閣府マニュ

アルでいう二次判定調査に相当）に基づいて、り災証明書を発行する。 

り災証明書は個人の財産権に大きく影響するので、各種の調査情報をデータベース化

し、収集した被災情報を活用するなど、被災者の納得を得るように努める必要がある。 

また、調査内容に不服がある被災者には、立会い内観調査である追加調査（内閣府マ

ニュアルで言う三次判定調査に相当）を速やかに実施することにより、被害を確定し、

り災証明書を発行する。 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

戸籍住民課 戸籍住民課 

 

被災者からの申請を受け、住宅被害認定調査をもとに、り災証明書を発行する。 

り災証明書は、税金や各種公共料金の減免、各種融資、損害保険の支払いなど、

区民の財産形成に大きく関わることを認識しておくことが重要になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 １ り災証明書の発行 

第２章 復興体制の整備   第３節 り災証明書の発行 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

１週間以内 
り災証明書の発行体制の構築 

１か月以内 り災証明書の申請受付と発行 

１か月以降 再調査の実施 

○ 平常時から発行訓練を実施するとともに、発災時に遅滞なく 

り災証明書を発行できるよう、関係各課と調整を図っておく。 
事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 火災による焼失に関するり災証明書の発行体制について、

消防署と調整する。 

○ 証明内容について不服があるときの処理について、再調査

の実施主体である都市計画課と調整しておく。 

★地域防災計画 

Ⅱ防災本編 

第6章 区民生活の早期再建
第4節 り災証明書の発行 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・被災者生活再建支援システム □ 

・り災証明書申請書書式 □ 

・り災証明書書式 □ 

・再調査実施要領 □ 

・り災証明書発行マニュアル □ 

・ □ 

この項で必要な物品 

発災 

発行体制の構築 

【戸籍住民課、都市計画課、

情報政策課、危機管理課】 

り災証明書の受付と発行 

【戸籍住民課】 

再調査の実施 
【都市計画課、建築課、 

建築審査課】 

① 情報政策課 

端末のセットアップに向けて、端末の機能

制限を解除する。 

② 戸籍住民課・危機管理課 

り災証明書を発行する窓口の開設準備およ

び端末のセットアップを行う。 

③ 都市計画課 

被災者生活再建支援システムを使用し、住

家被害認定調査の情報の入力を行う。 

① 申請者に対し、住家被害認定調査の内容を

基に、り災証明書を発行する。 

② 内容に不服がある場合には、再調査（二次

調査）の日程を調整する。 

① 申請者の立会いのもとで、内観調査を含む

再調査を実施する。 

② 再調査結果を基に、り災証明書を発行する。 

 

１週間以内 

１か月以内 

住家の公的被害認定調査 

（住家被害認定調査） 

☆ この項に関連する資料ページ 

・ 資料第 012-14 【参考】新潟県中越地震におけ

るり災証明の利用範囲 

・ 資料第 012-15 り災証明書 申請書様式 

・ 資料第 012-16 り災証明書 書式  

 資 27～29 ページ 

1 か月以降 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

関係各課 震災復興本部事務局 

 

被災者支援について「支援漏れ」や「手続の重複」をなくし、中長期にわたる

被災者支援を効果的に実施するため、個々の被災者の被害状況や支援状況、配慮

事項等を一元的に集約した被災者台帳を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 ２ 被災者台帳の整備 

第２章 復興体制の整備   第３節 り災証明書の発行 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

３日以降 
被災者台帳作成に関する調整会議の開催 

１週間以降 被災者台帳の整備 

１か月以降 台帳情報の提供 

○被災者台帳の整備手順や共有・活用のルールについて検討し

ておく。 
事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 

★地域防災計画 

Ⅱ防災本編 

第6章 区民生活の早期再建
第2節 被災者台帳の整理 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各種被害調査結果 □ 

・地域防災計画  

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 

発災 

被災者台帳の整備 

【関係各課】 

台帳情報の提供 
【関係各課】 

① 関係部署による「被災者台帳作成に関する

調整会議」を開催する。 

② 住家被害認定調査等の実施状況を確認する。 

① 区で保有する情報や、被災者が各種支援制

度に係る受給申請等を行った際に得られた

情報等を活用するほか、必要に応じて他の

地方公共団体等に対しても情報の提供を求

め、被災者台帳の整備を行う。 

② 被災者台帳に記載・記録する事項 

・氏名、生年月日、性別 

・住所（または居所） 

・住家の被害その他区長が定める種類の被

害の状況 

・援護の実施の状況 

・要配慮者であるときは、その旨および要

配慮者に該当する事由 

・電話番号その他の連絡先 

・世帯の構成 

・り災証明書の交付の状況 

・台帳情報を区以外の者に提供することに

本人が同意している場合、その提供先 

・前項の提供先に台帳情報を提供した場合

には、その旨およびその日時 

・個人番号を活用する場合、その個人番号 

・上記に掲げるもののほか、被災者の援護

の実施に関し、区長が必要と認める事項 

１週間以降 

☆ この項に関連する資料ページ 

・  

1 か月以降 

台帳作成に関する調整

会議の開催 

【関係各課】 

３日以降 

① 都や他自治体からの台帳情報提供の要請に

対して、被災者の援護のために必要な限度

で情報提供することができる（災対法第 90

条の４第１項第３号）。 
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第２章 第４節 

震災復興基本計画の策定 

被災からの速やかな復興を図るためには、被災後すぐに復興の枠組みを震災復興基本

方針として区民等に示す。 

続いて、この方針の下に復興に関するマスタープランとなる震災復興基本計画を策定

し、より具体的な復興への筋道を示していく。 

復興施策はこの震災復興基本計画に基づくものでなければならない。このため、区民

等から意見を聴取し、震災復興基本計画に反映させる。 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

企画課 企画課 

 

震災からの速やかな復興を遂げるために、震災復興の目標、復興後の区民生活

や市街地形成などの基本的な枠組みを、震災後速やかに震災復興基本方針として

明らかにする。 

また、震災復興基本方針の中で、震災復興基本計画の策定の手順や構成なども

提示しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 １ 震災復興基本方針の策定 

第２章 復興体制の整備  第４節 震災復興基本計画の策定 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

１週間 
区民に向けた復興へのメッセージ発信 

10 日間以内 震災復興基本方針案の検討 

２週間以内 震災復興基本方針の決定 

○ 被害状況を想定し、震災復興基本方針原案の作成を依頼する

部課を一覧にしておく。 事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 東京都の震災復興基本方針と整合を保つよう調整すること。 

○ 区民への復興メッセージの発信（広報）の方法を検討するこ

と。 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都の基本方針案（資料編参照） □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 

発災 

区民に向けた 

復興へのメッセージ発信 

【企画課】 

震災復興基本方針案の検討 

【企画課、関係部課】 

震災復興基本方針の決定 

【企画課、関係部課】 

① 震災復興本部の発足、もしくは建築制限案

公表時に区長から区民への復興のメッセー

ジを発信する。 

① 災害対策本部からの情報や家屋被害概況調

査の情報を基に、関係各部課に対して震災

復興基本方針原案の作成を依頼する。 

② 企画課は、関係各部課の作成した原案を取

りまとめ、必要な調整の後、震災復興基本

方針案として震災復興本部会議に付議す

る。 

 

① 本部長は、震災復興本部会議での審議後、

震災復興基本方針を決定し、公表する。 

 

１０日間以内 

２週間以内 

１週間 

☆ この項に関連する資料ページ 

・ 資料第 012-17 震災復興基本方針策定のスケジ

ュール 

・ 資料第 012-18 震災復興方針（案） 

 資 30～33 ページ 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

企画課 企画課 

 

震災復興基本方針に基づき、復興に関する基本計画となる震災復興基本計画を

策定する。 

 パブリックコメント等により区民意見を反映させるとともに、震災復興本部会

議の審議の後、震災後６か月程度で策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 ２ 震災復興基本計画の策定 

第２章 復興体制の整備  第４節 震災復興基本計画の策定 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

3 か月 
震災復興基本計画案の検討 

４か月 案の公表と区民意見等の反映 

６か月 震災復興基本計画の策定 

○ 震災復興基本計画案の項目・内容等の検討を平常時から進め

ておく。 
事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 東京都の震災復興計画との整合を図ること。 

○ 先行して進む可能性が高い、都市計画等に関わる都市復興基

本計画（骨子案）との整合を図ること。 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・みどりの風吹くまちビジョンなどの 

基本計画 □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 

発災 

震災復興基本計画案 

の検討 

【企画課、財政課、関係部課】 

案の公表と区民意見の反映 

【企画課】 

① 本部長は、震災復興基本方針決定後、震災

復興基本計画の策定方針を関係部課に示

し、基本計画案の作成を依頼する。 

② 関係部課は、策定方針を受け、計画内容に

ついて企画課と調整し案を作成する。 

③ 企画課は、基本計画案を取りまとめる。 

④ 財政課は、財政計画を作成する。 

 

① 震災復興基本計画案を公表し、パブリック

コメント等により区民意見を反映する。 

 

① 本部長は、震災復興本部会議での審議後、

震災復興基本計画を策定し、公表する。 

 

２週間以内 

４か月 

震災復興基本方針の決定 

3 か月 

震災復興基本計画の策定 

【企画課】 

6 か月 

☆ この項に関連する資料ページ 

・ 資料第 012-19 震災復興基本計画の骨格となる

項目 

資 34～35 ページ 
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第２章 第５節 

財源確保・復興基金 
復興施策の推進に当たっては、大規模な財政需要が見込まれることから、区としての

財源確保が課題となる。このため、被災後の早い段階から需要量の把握に努めるととも

に、国や東京都に対して必要な財源措置を求めていくこととする。 

また、東京都において復興基金が創設された場合には、これに協力し、復興基金を使

った復興支援策を検討する。 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

財政課 財政課 

 

復興に関する財政需要を把握し、予算措置や財源対策の資料とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 １ 震災復興のための財政需要の推定 

第２章 復興体制の整備  第５節 財源確保・復興基金 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

１週間後 
応急復旧事業に関する財政需要の把握 

１か月後 震災復興事業に関する財政需要の把握 

６か月後 震災復興基本計画に関する財政規模の把握 

 

留 意 

事 項 

 

 

事 前 

準 備 

 

○ 財政需要算定の際に使用する様式を検討しておく。 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発災 

震災復興事業に関する 

財政需要の把握 

【財政課、各部課】 

① 震災復興基本計画に盛り込まれる各事業に

必要な予算額を算定し、震災復興本部に報

告する。 

 

１週間後 

１か月後 

6 か月後 

応急復旧事業に関する 

財政需要の把握 

【財政課、各部課】 

① 各部課 

 緊急を要する応急復旧事業や被災者支援事

業にかかる財政需要を算定し、財政課に報

告する。 

② 財政課 

  報告のあった需要量を取りまとめ、災害対

策本部に報告する。 

① 各部課 

 震災復興事業に係る財政需要を算定し、財

政課に報告する。 

② 財政課 

  報告のあった需要量を取りまとめ、震災復

興本部に報告する。 

 震災復興基本計画に 

関する財政規模の把握 

【財政課、各部課】 

・みどりの風吹くまちビジョン 

などの基本計画 □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 ☆ この項に関連する資料ページ 

・  

・  
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

財政課、都市計画課 財政課、都市計画課 

 

東京都では、行政による復興への取組を補完し、被災者の生活の安定を図るた

め、国、都、関係区市町村と協議の上、発災後、震災復興基金を創設することを

計画している。 

 区も復興基金に応分の協力をすることによって、被災者の復興を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 ２ 復興基金 

第２章 復興体制の整備  第５節 財源確保・復興基金 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

２週間前後 
基金創設の決定 

基金設立 

決定後 
一般財団法人の設立、事業の開始 

準備後 公益財団法人の認定の申請 

復興終了後 財団法人の解散および清算 

 

○ 復興基金が使える事業はどのようなものか、都の基金であ

っても運用は区に委任されるような仕組みなどを東京都と

協議しておく。 

事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 区独自の復興事業に基金が使えるよう、東京都に配慮を求め

ること。 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発災 

一般財団法人の設立 

【財政課、都市計画課】 

① 復興基金の設立について、東京都と協議す

る。 

・区による出捐金、貸付金額の決定 

・理事会への参加（区長） 

・評議委員会への参加（部長級） 

・事務局への職員派遣（職員課と調整） 

② 基金への出捐金、貸付金に伴う予算措置を

行う。 

２週間前後 

２週間以降 

復興終了後 

基金創設への協力 

【財政課、都市計画課】 

① 都および関係区市町村において予算措置が

講じられ次第、一般財団法人を設立する。 

② 財団法人の事業内容について、区の意見を

反映させる。 

・財団法人による補助が必要な事業を、震災

復興本部会議で検討する。 

 ・震災復興本部会議で決定した補助内容を財

団法人へ要請する。 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 

財団法人の解散・清算 
【財政課、都市計画課】 

① 復興が進み、区民の生活が安定してきた段

階で、財団解散の協議に応じるとともに、

財団の精算について協力する。 

☆ この項に関連する資料ページ 

・ 資料第 012-20 【参考】阪神淡路大震災復興基

金事業の概要（平成 28 年３月現在） 

・ 資料第 012-21 【参考】宮城県東日本大震災復

興基金 資 36～39 ページ 

公益財団法人の認定の申請 

【財政課、都市計画課】 

① 準備が整った段階で、所管行政庁に対して、

公益財団法人の認定を申請する。 
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第２章 第６節 

用地確保と利用調整 
被災時には、物資の受入れ、避難地、がれきの仮置場やごみの一時的な集積場、仮設

住宅用地、自衛隊等の支援拠点など、多くの用地が必要になることが予想される。 

まずは、公共用地をこれらの用地として確保する。 

また、時間を追って変化する用地需要の利用調整を図るため、用地利用調整会議を設

ける。 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

経理用地課、防災計画課 経理用地課、防災計画課 

 

被災後の応急復旧事業や復興事業を円滑に進めるためには、限られたオープン

スペースを計画的に利用する必要がある。 

このため復旧、復興の各段階で生じる用地の状況把握と利用調整を行う場とし

て、用地利用調整会議を設置する。災害対策の継続性から経理用地課、防災計画

課が共同で主管し、用地利用に係る全体調整を行う。また、当該２課は利用調整

に当たり、空地利用の方針を作成することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 １ 用地の確保と利用調整 

第２章 復興体制の整備  第６節 用地確保と利用調整 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

直後 
用地の確保と現状の把握 

２週間以降 用地需要の集約と利用調整 

随時 用地利用状況の把握 

○ 区有地だけでは需要を賄えないことを想定し、国有地、都

有地、民有地のオープンスペースの利活用についても検討

すること。 

○ 被災前から利用可能な区有地のデータベース（空地公園利

用データベース）を作って使えるようにしておくこと。 

事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 用地利用計画には、優先順位、利用目的、利用面積、利用期

間、必要な設備、その他について記載すること。 

○ 地域協働復興で利用が図られる用地については、地域の復興

協議会の意向も斟酌すること。 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・公有地リスト □ 

・空地（公園）利用データベース □ 

・利用状況報告（書式） □ 

・デジカメ □ 

この項で必要な物品 

発災 

利用状況の把握 

【経理用地課、防災計画課】 

用地の確保と 

現状の把握 

【災害対策本部】 

① 各用地主管課 

  公園、運動場などの区有地が利用可能な状

況にあるかを把握する。 

② 災害対策本部 

  需要に対して用地が不足する場合は、区有

地以外のオープンスペースの確保に努め

る。 

① 経理用地課、防災計画課、各課 

応急復旧事業、復興事業のための用地に対

する需要をまとめ、利用調整を図った後、

震災復興本部会議において用地利用計画を

決定する。 

② 用地利用調整会議 

  震災復興本部の下に利用調整を図る機関と

して用地利用調整会議を設ける。 

【経理用地課、防災計画課に加えて用地主管課（道

路公園課・スポーツ振興課等）、用地使用課（都市

計画課・住宅課・道路公園課・清掃リサイクル課等）】 

① 用地使用課は利用状況を随時報告する。 

② 区有地だけでなく都有地・民有地の利用状

況も把握する。 

被災直後 

２週間以降 

用地需要の集約と 

利用調整 

【経理用地課、防災計画課、各課】 

随時 

☆ この項に関連する資料ページ 

・ 資料第 012-22 応急復旧事業、震災復興事業で

利用を検討すべき公有地のリスト 

・ 資料第 012-23 用地利用計画（案） 

・ 資料第 012-24 事前用地調整方針 

 資 40～44 ページ 

 



 

82 

 



 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 第７節 

がれき処理 
地震による家屋やブロック塀の倒壊など、復旧期から復興期にかけて、がれきが大量

に発生することが予想される。 

これらのがれきについてリサイクルできるものは、適正に処理することが求められる

とともに、計画的な処理を行う必要がある。 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

関係各課（区有施設所管課） 清掃リサイクル課 

 

被災した公共施設や民間住宅等から発生するがれきの迅速な処理を進める。廃

棄物処理や再資源化などに関する法令に基づく適正な処理が求められる。 

区内を原則とした、がれきを一時的に保管する場所（仮置場）の確保が必要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 １ がれき処理 

第２章 復興体制の整備  第７節 がれき処理 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

４日以降 
がれき発生量の把握 

１週間以降 災害廃棄物処理実行計画の策定・実施 

○ がれきを含んだ災害廃棄物についてのマニュアルを作成す

る。 

○ 仮置場（がれきを一時的に置く場所）の候補地について検討

しておく。 

事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ リサイクルについて検討するとともに、中間処理については

清掃一組、二十三区共同処理については特別区全体、最終処

分については東京都と調整する。 

○ 仮置場を区内で確保できない場合は、東京都や隣接する自治

体に応援を求める必要がある。 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・（仮称）災害廃棄物処理基本計画 □ 

・（仮称）職員行動マニュアル □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 

発災 

がれき発生量の把握 

【清掃リサイクル課】 
① 区内の被災状況から排出されるがれきを算

出し、災害対策本部に報告する。 

① 応急初動期に設置される「がれき処理対策

本部」を継続し、公共がれき処理の計画を

策定するとともに、処理を実施する。 

② 災害廃棄物処理実行計画を策定し、計画に

基づいた効率的な処理を行う。 

被災直後 

１週間以降 

災害廃棄物処理実行 

計画の策定・実施 

【清掃リサイクル課、 

 関係各課（区有施設所管課）】 

☆ この項に関連する資料ページ 

・ 資料第 012-25 がれき処理フロー 

資 45 ページ 
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第２章 第８節 

ボランティア 
復興期においては、平常時の職員体制では対応しきれないほどの多様な区民ニーズが

発生する。このため、区はボランティアの受入れを行うことで、増大した区民ニーズに

応えるものとする。 

ボランティアは概ね２種類に分けられる。 

有志の支援団体や個人などによる一般ボランティアと、専門知識や技能を持った専門

ボランティアである。 

それぞれのボランティアに対し、求められる業務に応じた支援要請を行うことで効果

的な災害対応を図ることができる。このうち、本節では一般ボランティアについて記述

する。 

 

① 専門ボランティア…医療ボランティア、介護ボランティア、応急危険度判定員、

他の自治体職員など。必要に応じ各部課が関係機関に支援要

請を行い、ボランティアセンターは介さない。 

② 一般ボランティア…地域住民、ＮＰＯ団体、有志の支援者など。ボランティアセ

ンターの受入れ対象となる。 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

福祉部管理課 福祉部管理課 

 

応急対応期だけでなく復興期においても、行政職員だけでの対応に限界がある。

このマンパワーの不足を補うためには、広く民間等のボランティアを受け入れる

必要がある。 

復興に要する期間は長く、復興の過程で必要となるボランティアの種類も異な

ることが考えられる。このため復興時期により必要となるボランティア業務につ

いて検討するとともに、受入れと派遣を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１章 １ 一般ボランティアの受入れ 

第２章 復興体制の整備  第８節 ボランティア 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

概ね３日後 
災害ボランティアセンターの設置 

設置以降 一般ボランティアの受入れ・派遣 

○ 専門ボランティアは、各部課でコーディネートを行う。 

○ 職種、派遣依頼先等を各部課で事前に検討をしておく。 

○ ボランティア活動に伴う危険について周知するとともに、保

険の加入の有無を確認する。 

○ ボランティアセンターは、練馬文化センターに開設する。 

○ 災害ボランティアセンターの設置・運営については、練馬区

社会福祉協議会で行う。 

事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 災害ボランティアセンターの立上げ・運営訓練を実施する。 

★地域防災計画 

Ⅰ防災共通編 

第2部 責務と体制 

第3章 広域的な視点からの 

応急対応力の強化 

第2節 ボランティアの 

受入体制 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 

発災 

一般ボランティアの 

受入れ・派遣 

【福祉部管理課】 

災害ボランティア 

センターの設置 

【福祉部管理課】 

① ボランティアセンターは派遣する一般ボ

ランティアの受給調整やコーディネート

を行う。 

概ね３日後 

設置以降 

☆ この項に関連する資料ページ 

・ 生活物資（第３編１章３節 13）  

246 ページ 

① ボランティアセンターを立ち上げ、一般ボ

ランティアを受け入れる。 

② 一般ボランティアについては、災害対策本

部で構築した応急期のボランティア活動

体制（ボランティアセンターにおけるボラ

ンティアの登録、連絡調整、拠点等）の仕

組みを活用する。 

③ 専門ボランティアの確保は、必要とする部

課が行う。 
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第２章 第９節 

広報・相談 
広報紙の発行やインターネットによる情報発信などにより、復興に関する情報や支援

の情報を広く被災者に提供する。 

区民向け番組を持っている放送局などと連携して情報提供を進める。 

また、被災者相談窓口を開設することによって、被災者の生活再建等の支援を行う。 

 ◆ 災対広報から復興広報への移行のイメージ 

  区民向け広報は、応急期～復興期について継続的なものとして発行する 

災対広報 

復興広報 

地震 

発生 

・

被

害

状

況 

・

安

否

確

認 

・

区

民

へ

の 

ア

ピ

｜
ル 

・

避

難

拠

点 

・

支

援

物

資 

・

り

災

証

明 

・

仮

設

住

宅 

・

避

難

拠

点 
の

閉

鎖 

・

区

民

へ

の 

ア

ピ

｜

ル 

 

・

復

興

基

本

方

針 

・ 

84 

条

制

限 

・

復

旧

状

況 

・

学

校

の

再

開 

・

仮

設

住

宅

関

連 

・
復
興
ま
ち
づ
く
り 

計
画
の
公
表 

・

復

興

状

況 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

広聴広報課（全体広報） 

関係各課（個別広報） 

広聴広報課（全体広報） 

関係各課（個別広報） 

 

震災復興に関する情報やくらしの情報等を適確に区民に伝えるための広報活

動を行う。 

区外に避難した住民への広報活動を東京都や避難先の自治体の協力を得て行

う。 

要配慮者となる外国人や障害者への情報提供に配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 １ 広報活動 

第２章 復興体制の整備  第９節 広報・相談 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

直後 
応急期の災害対策広報の展開 

１週間以降 復興に関する広報の展開 

○ 印刷に必要な物品等を確保する。 

事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 報道機関の取材が業務に支障とならないように、広聴広報課

に窓口を一本化すること。 

○ 区外に避難した住民への情報提供のために避難先の自治体に

協力を求める。 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 

発災 

応急期の 

災害対策広報の展開 

【災害対策本部、広報班】 

① 関係各課 

  都市復興や住宅復興などの復興施策や生

活情報等の区民が必要とする情報を震災

復興本部事務局および広聴広報課に提供

する。 

  また、復興基本計画や復興事業の進捗等、

個別具体的な情報については、震災復興

本部事務局と調整のうえ、特集号として

関係各課が編集・発行する。 

② 震災復興本部事務局、広聴広報課 

  被災状況、ライフライン復旧状況、復興

状況等について情報をまとめ、定期的に

区報を発行する。 

直後 

１週間以降 

広報紙の発行 

【震災復興本部、広聴広報課】 

ホームページ等での 

情報提供 

【広聴広報課】 

プレスへの発信 

【震災復興本部、広聴広報課】 

① 復旧・復興情報を随時、提供する。 

② 情報提供の方法 

ホームページ、ツイッター、フェイスブ

ック、ねりま情報メール、データ放送（ジ

ェイコム東京）、ヤフー防災速報「自治体

からの緊急情報」、臨時災害放送局 

③ 区のホームページサーバーがダウンした

場合は、協定自治体の前橋市に代行発信

を要請する。 

① 被災状況、ライフライン復旧状況、復興状

況等について情報をまとめ、定期的に報道

機関に提供する。 

☆ この項に関連する資料ページ 

・ 資料第 012-26 前橋市ホームページにおける

代行発信のイメージ 

・ 資料第 012-27 練馬区で発行する災害時広報

の例 

・ 資料第 012-28 各被災地における広報活動の

事例 

資 46～48 ページ 
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実施責任担当課 マニュアル更新担当課 

広聴広報課、関係各課 広聴広報課 

 

被災者の生活再建等のために各種相談窓口を開設し、必要な情報の提供やアド

バイス等を実施する。 

電気、ガス、水道等、区民生活に直結する公共的な機関を含めた窓口を開設す

る方向で調整する。 

法律、不動産、医療、介護など専門分野の相談にあたっては、復興まちづくり

支援機構等の専門家集団を活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 詳細な行動手順は次ページ、または巻末の資料編を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章 ２ 相談体制 

第２章 復興体制の整備  第９節 広報・相談 

一目で分かる! プロセスの概略 

発災から 

直後 
避難拠点等での被災者相談の展開 

１週間以降 分野別および総合相談窓口の開設 

○ 復興まちづくり支援機構等の専門家集団に専門家派遣を依頼

できるよう環境を整えておく。 

○ 被災者がどのような相談を寄せるか、過去の事例を分析して

おく。 

事 前 

準 備 

 

留 意 

事 項 

 

○ 被災の程度によっては、現場事務所の設置を検討する。 
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◆行動の手順（【 】内は主管課。斜体は災害対策本部の仕事。囲みなしは実施済みの項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発災 

避難拠点等での 

被災者相談の展開 

【教育振興部】 

① 被災状況をもとに震災復興本部事務局と

協議のうえ、被災者相談窓口を庁舎や区民

施設に設置する。 

② 関係各課や区民生活に関係が深い公共的

な機関と連携して相談窓口を運営する。 

③ 相談窓口の開設について、広報等により周

知する。 

（相談窓口の例） 

ａ 臨時窓口…光が丘、関区民センター 

石神井庁舎 

ｂ 総合窓口…区役所本庁舎 

ｃ 巡回相談 

被災直後 

１週間以降 

◆ 復興時の相談分野事例 

 ○ 生活復興分野 

   留学生・外国人 消費生活 教育 登記 

  法律 税 家事 交通事故 人権 行政 

  青少年 健康相談 中小企業相談 融資 

 ○ 都市・住まい復興分野 

   防災 住宅・建築（修理等）不動産  

  建築制限・復興都市計画 

復興に関する分野別 

相談窓口の開設 
【震災復興本部、広聴広報課、

各部課】 

・被災者相談シート □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

・ □ 

この項で必要な物品 ☆ この項に関連する資料ページ 

・ 資料第 012-29 相談内容と総合相談・申請窓口

のイメージ（平成 12 年鳥取県西部地震：米子市） 

・ 資料第 012-30 震災時の相談体制と相談内容 

・ 資料第 012-31 災害復興まちづくり支援機構 

・ 資料第 012-32 被災者相談シート 

資 49～52 ページ 




